
享
保
五
庚
子
年
八
月
生
ル

幼
名
善
五
郎

又
繁
右

エ
門
ト
改

尾
張
殿
御
鷹
場
御
預
り
御
案
内
役

妻

ハ
宮
原
仲
右

ェ
門
娘
リ
ン
ト
云

と
あ

っ
て
、
庄
蔵
は
イ

コ
ー
ル
繁
右
衛
円
で
あ
り
、

な
お
か
つ
仲
右
衛
門
の
婿
で
あ

る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
。
ま
た
、
繁
右
衛
門
の
名
前
が
表
面
に
出
て
く
る
他
家
所
有

の
宮
原
家
系
図
に
も
、
繁
右
衛
門
の
個
所
に
は

「
武
右
衛
門
三
男
、
妻
は
宮
原
仲
右

衛
門
女
子
」
、
繁
右
衛
門
の
嗣
子
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
龍
左
衛
門
の
個
所
に
は
、

「
庄
蔵
二
女
製
惣
七
、
龍
一
左
エ
門
ニ
改
」
と
そ
れ
ぞ
れ
傍
注
が
施
さ
れ
て
お
り
、
繁

右
衛
門
は
仲
右
衛
門
の
婿
で
あ
り
、
庄
蔵
と
も
称
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て

い
司令
。

従
っ
て
、
小
川
家
文
書
中
に
現
れ
る
、
宮
原
家
と
し
て
は
二
代
自
の
御
鷹
場
預

り
御
案
内
役
の
繁
右
衛
門
は
、
今
回
宮
原
家
跡
か
ら
出
土
し
た
境
杭
の
保
管
理
由
説

明
書
中

に
そ
の
名
を
現
す
庄
蔵
と
は
、
紛
れ
も
な
く
全
く
同

一
人
物
で
あ
る
こ
と

が
判
明
し
た
。

な
お
、
宝
暦
二
年
に
三
二
歳
で
就
任
以
来
、

明
和
元
年
に
退
役
す
る
ま
で
の

一
二

年
問
、
御
鷹
場
預
り
御
案
内
役
と
い
う
重
要
な
ポ
ス
ト
に
就
い
て
い
た
庄
蔵
は
、

明
四
年

(
一
七
八
四
)
四
月
二
九
日
に
六
四
歳
で
死
没
し
て
い
る
。
法
名
は
証
言
憲
院

芳
蝉
昇
空
居
士
。

き
て
、
前
述
の
よ
う
に
、
大
久
保
村
武
蔵
野
聞
に
建
て
ら
れ
て
い
た
鷹
場
境
杭
が

折
れ
、
新
し
い
境
杭
に
と

っ
て
代
わ
れ
た
後
、

御
鷹
場
預
り
御
案
内
役
の
宮
原
庄
蔵

204 

が
こ
の
折
れ
た
古
い
境
杭
を
保
管
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
新
し

い
境
杭
を
建
て
た
際

に、

大
久
保
村
の
名
主
と
組
頭
が
、

度

々
見
廻
り
、
毎
年
塚
を
繕
い
、

垣
を
結
い
直

し
、
見
苦
し
く
な

い
よ
う
に
大
切
に
預
る
と
誓
約
し
た
、
御
鷹
場
預
り
御
案
内
役
宮

原
庄
蔵
宛
て
の
証
文
が
数
年
前
に
、
市
史
編
さ
ん
事
業
の

一
環
と
し
て
宮
原
家
文
書
を

ゆ
}
比
一

解
読
し
て

い
た
長
島
偉
夫
氏
に
よ
り
発
見
き
れ
た
こ
と
は
誠
に
喜
ば
し
い
。

「
尾
張
家
御
鷹
場
御
預
り
御
案
内
の
推

最
後
に
、
本
稿
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り

移

志

木
周
辺
を
中
心
と
し
て
」

(
『
郷
土
志
木
』

そ
の

一
二
号
所
収
)
を
始
め
、

学
問
的
成
果
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
か
っ
た
故
井
田
実
氏
(
富
士
見
市
史
編
き
ん
委

員
)
の
お
名
前
を
特
に
記
し
、
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

註

奉
レ
預
御
境
杭
証
文
之
事

一
、
御
境
杭
弐
本

ー
壱
本
渋
井
村
境

I
壱
本
武
蔵
野
開

是
ハ
此
度
御
立
替
被
レ
下
候
御
境
石
杭

右
之
通
当
村
江
御
預
被
レ成
、
協
ニ
奉
ν
預
候
、
尤
度
々
見
廻

り
、
年
々
塚
相
繕
垣
結
直
し
、
見
苦
無
エ御
座

一候
様

一一
、
太

天

切

ェ
相
守
り
可
レ奉
レ
預
候
、
伺
而
証
文
如
レ件

宝
暦
十
辰
年

四
月

大
久
保
村

名
主
治
郎
左
衛
門
⑮

組
頭
磯
右

衛

門
⑮

舘
キ
宮
原
庄
蔵
殿

(
『志
木
市
史

近
世
資
料
編

m』
四

一一

ペ
ー
ジ
所
収
)
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立
川
市
の
小
川
家
文
書
に
よ
れ
ば
、
宮
原
家
の
人
物
が
御
鷹
場
預
り
御
案
内
に
任

ぜ
ら
れ
た
の
は
、
享
保

一
八
年
(
一
七
三
三
)
か
ら
明
和
元
年

(一

七
六
四
)
ま
で

の
士
ご

年
間
で
あ
る
。
宮
原
仲
右
衛
門
が
前
任
者
の
跡
役
を
仰
せ
付
け
ら
れ
た
の
は

享
保

一
八
年
に
水
子
村
の
高
橋
孫
三
郎
が
病
死
し
た
後
、
若
年
の
伴
大
次
郎
で
は
御

役
儀
が
勤
め
が
た
い
と
い
う
理
由
に
よ
る
も
の
だ
が
、
宝
暦
二
年

(

一
七
五
二
)
に

同
人
の
笠
繁
右
衛
門
が
仲
右
衛
門
の
跡
を
襲
っ
た
も
の
の
、
明
和
元
年
(
一
七
六
四

)
に
退
役
し
、

入
間
郡
北
永
井
村
舟
津
利
右
衛
門
が
跡
役
に
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
と
、
こ
の
文
書
は
述
べ
で
い
る
。

こ
こ
で
不
思
議
な
の
は
、
前
述
の
よ
う
に
宮
原
家
で
は
享
保

一
八
年
か
ら
宝
暦
二

年
ま
で
は
仲
右
衛
門
、
宝
暦
二
年
か
ら
明
和
元
年
ま
で
は
繁
右
衛
門
が
そ
れ
ぞ
れ
御

腐
場
御
預
り
御
案
内
に
任
ぜ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
今
回
発
見
さ
れ
た
境
杭
の
保
管
理
由
説
明
書
に
出
て
く
る
庄
蔵
の
名
前
は
、
前

記
文
書
中
に
い

っ
こ
う
に
現
れ
て
こ
な

い。

し
か
も
説
明
書
が
刻
ま
れ
た
宝
暦

一

O
年
に
は

繁
右
衛
門
が
こ
の
大
役
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は

小
川
家
文
書
に
よ

っ
て
も
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
繁
右
衛
門
と
庄
蔵
と
は
同

一
人

物
な
の
だ
ろ
う
か
。

昭
和
五
年

一一

月
に
調
製
の
『
宮
原
家
系
図
表
』
を
も
と
に
、
昭
和
五
七
年
三
月

に
宮
原
詳

一
氏
が
調
査
し
た

『
宮
原
氏
大
系
図
表
』

(
こ
こ
で
は
も
う

一
つ
の
系
図

と
区
別
す
る
た
め
、
便
宜
上
、

系
図
A
と
す
る
)
と
、
宮
原
家
に
江
戸
時
代
か
ら
伝

わ
る

『武
蔵
国
新
座
郡
舘
住
宮
原
家
大
系
図
』

(便
宜
上
、
系
図
B
と
す
る
)。

寓
原
家
系
図
A

五
代
目

宮
原
家
系
図
B

「
杢
右
衛
門
清
治
郎

藤
七
|
源
蔵
・

.

同
間
開
問
中
同
附
阿
門
了

岡
附
剛

γ文
弥
l
甚
蔵
'・6

1

1

1

4
巾右
衛
門
l
「
源
左
衛
門
ー

「
弥
太
郎
'
'
a
e

庄
蔵

囚
団
閉
問
門

γ政
五
郎
!
日
開
閉
ー

4

曲
目
右
衛
門
|
弥
兵
衛
i
条

蔵

弥

兵

衛
1

1

1

1

4

1

嗣
問
問
聞
い
↓
同
出
阿
門

γー
嗣
凶
剛
丁

文

弥

甚

蔵
1

1

1

1
1

1

「
杢
右
衛
門

1

1

1

「
常
右
衛
門

1

1

平
兵
衛
武
右
衛
門
斗
庄
蔵

回
四
聞
岡
山
l
政
五
郎
|
同
嗣
剛
}

・

「曲
目
右
衛
門

円

U
で
囲
ん
で
あ
る
人
物
は
名
主
経
験
者

を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
系
図
A
に
は
伸
右
衛
門
の
名
前
は
出
て
く
る
が
、
繁

右
衛
門
の
名
前
は
全
く
見
い
だ
せ
な
い
。
ま
た
、
確
か
に
龍
左
衛
門
の
父
に
庄
蔵
が

い
る
が
、
仲
右
衛
門
と
系
統
が
違
う
よ
う
だ
し
、
庄
蔵
が
伸
右
衛
門
の
婿
で
あ
る
こ

と
を
裏
付
け
る
手
掛
か
り
が
な
に

一
つ
な
い

。

一
方
、
細
部
に

E
る
と
系
図

A
と
微

妙
に
違
う
系
図

B
に
も
、
繁
右
衛
門
の

名
前
は
現
れ
て
こ
な
い
よ
う
だ
が
、
幸
い

岡
山
好
川
噌」

ふ
み

イ

F
l
l

に
し
て
系
図
B
に
は

一
人

一
人
の
人
物
に
傍
注
が
つ
い
て
お
り
、

八
代
庄
蔵
春
品
の



尾
州
藩
下
級
家
臣
五
十
人
衆
並
の
扱
い
を
受
け
る
ほ
ど
の
待
遇
を
受
け
て
い
た
が
、

元
禄
六
年

(一

六
九
三
)
、
生
類
憐
れ
み
の
令
に
よ

っ
て
一
時
中
断
し
た
後
、

享
保

一
一
年
(
一
七
一
七
)
に
再
興
さ
れ
て
か
ら
は
、
人
数
も
一
一
名
に
増
、
え
る
と
共
に
、

士
分
的
身
分
待
遇
か
失
わ
れ
て
い
く
が
、

そ
れ
で
も
こ
の
役
職
に
就
く
こ
と
は
大
変

名
誉
な
こ
と
で
あ
り
、
近
隣
の
村
々
に
対
し
て
特
殊
な
地
位
を
占
め
て
い
た
も
の
と

察
せ
ら
れ
る
と
前
回
京
子
氏
は
『
郷
土
志
木
』

一
一
号
の
中
で
述
べ
て
い
る
。

御
鷹
場
預
り
御
案
内
の
具
体
的
な
職
務
内
容
に
つ
い

て
、
本
間
清
利
氏
は
そ
の
著

『
御
鷹
場
』

の
中
で
、
鷹
狩
り
の
際
の
道
案
内
、
御
鷹
役
人
の
送
迎
、

鷹
場
内
の
検

分
と
監
視
、

案
山
子
の
御
免
願
い
、
村
内
鳥
猟
道
具
発
見
に
あ
た

っ
て
の
取
り
調
べ

等
を
挙
げ
て
い
る
が
、

天
保
九

年

(
一
八
三
八
)
か
ら
は
、
家
宅
の
普
請
願

い
、
水

車
取
立
願
い
、
人
寄
興
行
願
い
等
も
追
加
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

き
て
、
宮
原
庄
蔵
が
御
鷹
場
預
り
の
任
に
あ
っ
た
時
期
は
、

そ
の
後
を
継
承
し
た

船
津
利
右
衛
門
の
担
当
地
域
一
一
一
ヶ
村
、

即
ち
、
北
永
井
・
竹
間
沢
・
藤
久
保

・
上

富

(現
三
芳
町
)
、
水
子

・
針
ケ

谷

・
鶴
馬
・
勝
瀬
・
上
南
畑
・
下
南
畑
・
南
畑
新

回
・
大
久
保
(
現
富
士
見
市
)

、
大
井
・
苗
間

(現
大
井
町
)
、
中
富

・
下
富
・
南

永
井
・
神
谷
新
田
・
北
田
新
回

(
現
所
沢
市
)
、
上
宗
岡
・
中
宗
悶
・
下
宗
岡

(
現

志
木
市

の
諸
村
の
他
に
、
舘
村
・

引
又
町
・

中
野
村
も
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ

る
。
ま
た
、

そ
う
で
な
い

と
、
舘
村
の
名
主
の
宮
原
庄
蔵
が
大
久
保
村
を
管
理
す
る

必
然
性
が
全
く
失
わ
れ
て
し
ま
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う。

と
こ
ろ
で

こ
の
境
杭
が
建
て
ら
れ
て
い
た
場
所
は
大
久
保
村
で
は
あ
る
が
、
大

久
保
村
の
本
村
で
は
な
く
、
西
南
方
向
に
約
三
・
五
回
離
れ
た
同
村
の
飛
地
の
中
に
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あ
る
。
具
体
的
に
い
う
と
、
苗
間
村

の
北
、
勝
瀬
村
の
西
に
あ
た
り
、
東
武
東
上
線

の
鶴
瀬
駅
と
上
福
岡
駅
の
中
間
よ
り
も
上
福
岡
駅
に
や
や
寄

っ
た
辺
り
と
い
っ
て
良

か
ろ
う
。
こ
こ
に
は
昭
和
二
五
、

六
年
頃
ま
で
、
農
作
業
に
本
村
か
ら
や

っ
て
来
る

て
お
り

農
民
の
た
め
に
飲
料
水
を
置

い
た
り
、
農
具
を
頂
け
て
お
け
る
番
小
屋
が
設
け
ら
れ

そ
の
代
償
と
し
て
畑
の
作
物
の

一
部
刈
り
取
り
の
特
権
を
与
え
ら
れ
た
野

番
も
常
住
し
て
い
た
と

い
う

(東
大
久
保

大
沢
正
臣
氏
談
)。

東
大
和
市
蔵
敷
の
内
野
家
が
所
蔵
の
『
御
鷹
場
御
境
杭
控
帳
』
に
よ
る
と
、
文
政
四

東
向
き
の
も
の
を
第

一
号
と
し
、

年

(

一
八
二

一
)
当
時
の
尾
張
家
鷹
場
の
境
杭
八
三
本
は
、
勝
瀬
村
の
榎
元
に
あ
る

こ
こ
か
ら
西
に
一

O
町
行

っ
た
場
所
の
同
村
市
海

町
行

っ
た
大
久
保
村
武
蔵
野
聞
に
西
北
向

道
に
寅

(東
北
東
)
に
向
い
て
立
っ
て

い
る
の
が
第
二
号
、
更
に
そ
こ
か
ら
西
に
五

苗そ き
間 こ に
村か立
川 ら u つ
越 未ろて
往(九、
還 南る
端 南 の
に西 が
第)第

四 に一一:
号 1工号
が 町
申;行ま
~っ た
西た

南
西
)
向
き
に
立
っ

て
い
る
と

い
う
位
置

関
係
に
あ
る

(
第

一
四
四
図
)
。
な
お

蔵 第
一 一
間7号
と c が

い 立
つ つ
地大
名久
か 保
ら 村
推 の
し飛
て I也

は
武
蔵武

野
台
地
開
発
が
積
極
的
に
推
進
き
れ
た
享

発保
に 年
よ 問
る (
持tー
添 f七
新 一
田六
と 1
見 ー
て 七
間 三
1皐ノ、

あの
る開

土
品
い
。

勝
瀬
村榎

元

10町

武蔵野開を中心と した境杭の位置関係

勝
瀬
村

市
海
道

同一

大
久
保
村

武
蔵
野
開

5町

苗
間
村

川
越
往
還
端

q事1

第144図

は北
ぶ永
山井

村
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(膚
脱
か
)

御
杭
新
座
郡
舘
村
御
場
預

仰
付
右

御
案
内
役
宮
原
庄
蔵
所
被
下
置
也

宝
暦
十
辰
年
四
月

(
読
み
下
し
文

此
石
御
杭

入
間
郡
大
久
保
村
武
蔵
野

開
境
之
有
る
所
、
折
れ
る
に
の
り
此
度
建
替

仰
付
け
ら
れ
、

右
御
杭
新
座
郡
舘
村
御

(
腐
)
場
預

御
案
内
役
宮
原
庄
蔵
下
し
置
か
れ
る
所
な
り

即
ち

む
さ
し
の
び
句
会

「
こ
の

石
の
御
杭
は
、

入
間
郡
大
久
保
村
武
蔵
野
間
に
あ
っ
た
境
杭
だ
が
、

折
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
新
し
く
建
て
替
え
を
命
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
た
め
、

不
要
に
な
っ
た
古
い
石
杭
は
、
新
座
郡
舘
村
に
居
住
す
る
御
鷹
場
預
り
御
案
内
役
の

宮
原
庄
蔵
に
下
し
置
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
旨
を
説
明
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
説
明
文
を
読
ん
で
先
ず
興
味
を
惹
か
れ
る
こ
と
は
、

宝
暦

一
O
年

(
一
七
六

O
)
当
時
、
入
間
郡
大
久
保
村

(現
富
士
見
市
東
大
久
保
)

は
、
尾
張
家
の
鷹
場
と
し

て
は
、
宮
原
庄
蔵
の
管
理
下
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
本
来
、
御
臨
時
場
預
り
御
案
内

は
名
主
級
の
有
力
農
民
か
ら
選
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
特
に
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
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一i
L
一

で
の
土
豪
な

い
し
郷
土
的
存
在
の
人
物
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
と
言
わ
れ

て
い
る
。
宝
暦
期
よ
り
少
し
時
代
の
下
が

っ
た
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
)
五
月
当
時

は
、
狭
山
丘
陵
区
(
五
=
寺
村
)

で
は
小
川
村
(
現
小
平
市
)
名
、
玉
の
小
川
東
吾
、

新
座
野
方
領
(
一二
九
ヶ
村
)
で
は
小
樽
村

(現
東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
)
名
主

の
高
橋
覚
左
衛
門
、
所
沢
区
(
四
一二
ヶ
村
)

で
は
下
清
戸
村
(
現
清
瀬
市
)
名
主
の

粕
谷
右
馬
之
助
、
拝
島
領

(
二
七
ヶ
村
)

で
は
砂
川
村

(現
立
川
市
)
名
主
の
村
野

源
五
右
衛
門
、

川
越
領
南
部

(二
二

ヶ
村
)
で
は
北
永
井
村

(現
三
芳
町
)
名
主
の

船
津
太
郎
兵
衛
と
い
っ
た
そ
う
そ
う
た
る
人
物
が
そ
の
任
に
当
た
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
宮
原
家
が
二
代
に

E
っ
て
そ
の
任
に
あ
っ
た

こ
と
は、

同
家
の
出
自

を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
く
る
。

御
鷹
場
預
り
御
案
内
は、

寛
永

一
O
年
(
一
六
三
三
)

に
尾
張
家
鷹
場
が
設
け
ら

れ
た
当
初
に
任
命
き
れ
た
三
名
は
、
苗
字
帯
刀
御
免
、
五
人
扶
持
を
給
さ
れ
、
大
勝

手
廊
下
曲
目
で
の
御
目
見
得
も
許
さ
れ
、
御
成
り
先
で
は
直
々
の
御
達
も
あ
る
な
ど
、
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宮
原
家
か
ら
発
見
さ
れ
た

尾
張
家
御
鷹
場
境
杭
に
つ
い
て

宮
原
家
跡
の
発
掘
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
近
世
の
遺
物
と
し
て
最
も
注
目
さ
れ

る
の
は
、
尾
張
家
御
刷
局
場
の
境
杭
め

一
部
と
、

宮
原
家
が
破
損
し
た
境
杭
を
保
管
す

る
に
至

っ
た
経
緯
を
刻
し
た
石
柱
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る。

い
ず
れ
も
明
治
初

期
ま
で
同
家
の
囲
炉
裏
の
囲
い
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の

だ
が
、
明
治
初
期
に

そ
れ
ま
で
あ

っ
た
家
を
壊
し
、

そ
の
上
に
最
近
ま
で
利
用
さ
れ
て
い
た
家
を
建
築
し

た
関
係
で、

結
果
的
に
は
土
中
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
従
是
東
南
」
ま
で
の
凡
て
の
文
字
と
次
に

続
く

「尾」

寸尾
」
の
下
半
分
と
こ
れ
に
続
く

の
上
半
分
ま
で
が
彫
ら
れ
て

い
て

「
張
殿
御
鷹
場
」
と
が
刻
ま
れ
て

い
る
は
ず
の
部
分
は
欠
け
て
お
り
現
存
し
て
い
な

し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お

み
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
み
て
、
二
分
の

一
強
の
部
分
が
折
れ
た
後
に
失
わ
れ
て

こ
の
境
杭
の
横
幅
と
奥
行
は
共
に
約

一
五

m

で
あ
る

(第

一
四

一
図
)。

い
る

(第

一
四
二
図
)。

次
に
保
管
の
経
緯
を
記
し
た
石
柱
は
、
概
ね
次
の
よ
う
な
形
状
と
寸
法
を
持

っ
て

石
柱
の
中
で
経
緯
を
記
し
た
部
分
は
、
上
部
三
分
の

一
の
箇
所
に
あ
た
り、

高
き

二
九

四
、
横
幅

二
ハ
仰
の
長
方
形
で

上
部
左
右
の

コ
ー
ナ
ー
は

「
1
」
状
に
落
し

い
3

尾
張
家
御
鷹
場
の
境
杭
は
、
長
さ

一
0
0
l
一一

O
m
と
い
う
の
が

一
般

的

と

開

境

所

有

之

折

伺

此

度

建

替

被

此
石

て
あ
る
。

こ
こ
に
記
さ
れ
て

い
る
銘
文
(
第

一
四
三
図
)
は
左
記
の
よ
う
に
読
め
る
。
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